
大和都市計画生産緑地地区の変更
について

第５号案件

〈諮問：生駒市決定〉

説明用資料２



生産緑地変更地区一覧

買い取り申出により削除するもの
１，１６８俵口町 ９１２－１４４

１，１７２俵口町 ９６９－１４６

内 容面積(㎡)所 在 地地区番号

交換分合申請により削除するもの８３俵口町 ５０２－１の一部２１

交換分合申請により追加するもの８３俵口町 ５１６の一部２１

５３０萩の台 ７６１－７２９５

１８５萩の台 ７７０－３

３３０萩の台 ７７０－１
２９４

１５５萩の台 ７７７－１の一部

４６７萩の台 ７７６－１
２９３

１，０８５有里町 １９５－４２９２

７６３俵口町 １９２６の一部２９１

６１６俵口町 １１８９の一部

５７７俵口町 １１８８－１

追加指定申請により追加するもの

２５俵口町 １１８７－１

２９０
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変更理由

市街化区域内の農地等について、農林漁業と調和した良好な都市環境の形成に
資するため、生産緑地地区の指定を平成４年に行ったところであるが、生産緑地
の買取り申出の結果、行為の制限が解除された農地等を生産緑地地区から削除す
ることについて、所要の都市計画の変更を行うものである。

買い取り申出による変更について

変更内容

４４・４６１件

生産緑地法第１０条の規定により、買取り申出の結果、同
法第８条の規定に基づき行為制限が解除され、生産緑地地
区から削除するもの。

地区番号件数内 容
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地区番号 ４４・４６ 位置及び変更内容

削除箇所

削除箇所

位置図

当該生産緑地地区は俵口町地内にあり、生駒

市立俵口小学校の南東約３００ｍ、阪奈道路

生駒インターの西側約４５０ｍに位置しており

ます。

阪奈道路

宛ノ木線

阪奈道路
生駒インター

主たる農業の従事者が死亡されたことにより、平成２４
年６月１５日に生駒市へ生産緑地の買取り申出をされ、
３ヶ月以内に所有権の移転が行われなかったことから、
生産緑地法第８条の行為制限を解除し、生産緑地地
区から削除する都市計画の変更を行うものである。

生駒中学校

俵口小学校

阪奈道路
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計画図



変更理由

市街化区域内の農地等について、農林漁業と調和した良好な都市環境の形成に資す
るため、生産緑地地区の指定を平成４年に行ったところであるが、生産緑地地区と宅地
化農地を交換することにより、営農環境の向上及び宅地化農地（市街化区域内農地）等
の計画的な市街化の推進に寄与するものについて都市計画の変更を行うものである。

交換分合申出による変更について

変更内容

２１１件

生産緑地地区の営農環境を向上させるため、生産緑地の一
部を削除し、それに代わる宅地化農地の一部を新規追加す
る。

地区番号件数内 容
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地区番号 ２１ 位置及び変更内容

追加箇所

位置図

当該生産緑地地区は俵口町地内にあり、阪奈

中央病院の西側約３００ｍ、都市計画道路宛ノ

木線の西側約３００ｍに位置しております。

阪奈道路

宛ノ木線

阪奈道路
生駒インター

農地への入口付近が狭隘な形状となっており作業効率が

悪く、工作機械等が扱いにくいため、地区南東側にある宅

地化農地（市街化区域内農地）と交換することにより作業

効率が向上するとの申し出があり、交換する農地面積につ

いても同一規模以上であることから、生産緑地の一部と宅

地化農地の一部を交換する。

阪奈中央病院

俵口小学校

削除箇所
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市街化区域

生産緑地地区

一団の生産緑地と
してみなしているもの

追加指定箇所

削除箇所

凡 例

計画図



削除区域

追加区域

航 空 写 真
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交換分合計画図

削除区域
８３．０７㎡

追加区域
８３．０８㎡

生産緑地地区

2 2

１
１
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変更理由

市街化区域内の農地等は、緑のオープンスペース機能、防災避難空間としての機能、
雨水の貯留や水循環を担う機能等を期待することができ、また、農林漁業と調和した都
市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用がある。
そのような市街化区域内の農地を計画的かつ永続性のある緑地として保全し、豊かな

都市環境の形成に資するため追加指定を行う。

追加指定申請による変更について

変更内容

290・291
292・293
294・295

６件
生産緑地法第３条及び生駒市生産緑地地区追加指定要綱に
規定する要件を満たす農地を新たに追加指定する。

地区番号件数内 容
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地区番号290･291･292･293･294･295 位 置

位置図１

阪奈道路

宛ノ木線

阪奈道路
生駒インター

阪奈中央病院
俵口小学校

位置図２

生駒中学校

第２阪奈道路

南生駒駅

萩の台駅

生駒南小・中学校

両地区は俵口町地内にあり、地区番号290は、

阪奈道路生駒インターの西側約１５０ｍ、地区

番号291は、生駒郵便局の北側約６０ｍに位

置しております。

290

291

292

293

294

295生駒郵便局

地区番号292は、有里町地内にあり、第２阪奈道路一

分ランプの南西約４００ｍ、地区番号293･294･295は、

萩の台地内にあり、近鉄萩の台駅の北東約４００ｍに

位置しております。

第２阪奈道路
一分ランプ
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地区番号 ２９０
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計画図

計画図及び現況



地区番号 ２９１
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計画図

計画図及び現況



地区番号 ２９２
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計画図

計画図及び現況



地区番号 ２９３
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計画図

計画図及び現況
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地区番号 ２９４

計画図

計画図及び現況



地区番号 ２９５
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計画図

計画図及び現況



〈２５８ヶ所〉
地区数２６３ヶ所
（＋５ヶ所）

〈４２．５９ha〉
約４２．８３ha
（＋０．２４ha）

備 考面 積

〈 〉内数字は変更前
（ ）内数字は増減数

大和都市計画生産緑地地区の変更について

新旧対照表
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無し意見書の提出

２名縦覧者数

平成２４年１０月１７日（水）から

平成２４年１０月３１日(水)まで
縦覧期間

生駒市告示第１６２号告示番号

平成２４年１０月１７日告示日

生産緑地地区の変更に係る縦覧結果について

- 17 -


